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定着性向上のプ ロセヂュア

足

ーモラーノレアップ委員会を中心として

圭木 蔵

A Study on the Function of “Morale-up Committee 

Keizo ASHIKI 

This takes up th巴 theoryand procedure for the fixation of the employee within 

the company. 

I 緒言

米国ニクソン大統領の一連の新経済政策によって，日

本の経済環境は一変した.多くの企業は，従業員の新規

採用を中止・縮少し，大局的には，日本の労働力不足の

過熱現象を洗静化し，産業構造の早期変革をも促すこと

となった.しかしながら，労働力過剰時代へは戻らない

であろう.労働力過剰時代と異り，働く者の多くは，自

己のパースナリティを傷め続け，己れの人間性を抑圧し

て，働く乙とは少くなった.逆lζ，労働力不足時代に入

って，企業の多くは，昭和46・47年の新卒獲得競争にみ

るように，ってを求めて人材確保に狂奔せざるを得な

い，受難の時代となったのである.

労働力の過剰j時代，不足時代ともに，それぞれ問題は

ある.時代の移り変りによって，変りゆく労働意識と企

業態度のうちに，産業志気(モラーノレ)を阻害する原因

が深くひそむものと考えられる.

E 不適応従業員とモラール

経営社会の国際化が益々進展し，人間の教育水準が引

き上げられてゆくにしたがい，社会的・企業的に，認め

られたい，能力を発揮したいとの欲求をもっ，一般従業

員・技術者管理監督者が，いよいよ増加しつつある.

しかしながら，社会技術体系(企業)が高度化するに

したがい，人間欲求の無限性と企業の合理性追求は，企

業内に企業目標と個人目標の不一致を生み，不適応従業

員を発生させることとなる園これらの人々は，企業(集

団)のモラーJレを阻害し，集団全体の能力を低下させる

こととなるのは明らかである.

企業においてモラーノレの高い現象をみると，目標達成

に対して強い団結心(チームスピリッツ)の存在と，そ

の遂行過程における確固たる凝集性がみられることで

ある.

これらは，適切なモラーノレ・サーベイによって，その

程度の高低を把握しうるが，モラーノレ・サーベイにおい

て最も重視すべき質問と反応は，

1.従業員の経営者@経営幹部に対する信頼の程度はど

うか

2.従業員は，経営者・経営幹部からどのように取扱わ

れていると感じているか

である.すなわち，経営者への信頼感，経営者・経営幹

部の人間観に対する従業員感覚の把握にある.その他の

モラーjレ・サーベイの質問は，大胆な表現をかりれば，

ほとんど付加的なものと考えてよいものであろう.

高いモラーJレの要因として，種々の研究がなされてい

るが，カッツは，

1.本来の職務の満足感

2.自己の属するグループの誇り

3.賃金，昇進機会の満足

4.企業との一体感

を実証的研究の結果から挙げている.理論的には問題な

しとしないが，乙の 4項目の存在を確認するととによっ

て，モラーJレ・サーベイを目的的(高低の把握)lと実施

する乙とができょう.

E 不適応定着意識とモラールアップ

企業l亡不適応でありながら，企業内lζ不本意な定着を

する従業員の集団を，不適応定着従業員層と呼んでよい

であろう.

不]勘芯定着従業員層の意識ー態度の研究，ならびに産

業別 e 職種別不適応定着意識の研究から，不適応定着従

業員層の意識は，企業〔経営者・経営幹部)の人間性軽

視への抵抗，仕事のはりあいなさ(本来の仕事の不満

足')，賃金の不満足(賃金・昇進機会の不満足〕に一般

適応定着従業員層と比較すると，大きく異る意識〔意識

差異)をみいだすことができる.

不適応意識は，個人のパーソナリティ成立の未成熟，

ノfーソナリティの病的成立から発生する乙ともあろう

が，多くの場合，企業の経営態度のあり方の影響を強く

うけて，従業員に不適応意識を発生させていることは論

をまたないであろう.
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適応定着従業員層の意識を，不適応定着従業員層の意

識と比較すると，不満の比率は低いが，やはり，

1.従業員の気持が経営者@経営幹部に卜分理解されて

いない

2.賃金の決定が不公平である

と訴えている人達が多い.これらの不満は，人間に共通

す?のとして， その存在を認めざるを得ないのであ

る.これらの人々(従業員〕のモラーノレ・アップを，ど

のようにおこなうかを，探究することは，人事管理の現

代的命題である.

IV モラールアップ・プロセジュアの構想

1. モラーJレアップの理念(考え方)

人間として従業員がもっ「己れの人間性尊重J I仕事

のはりあい」の要求を，企業として全体的(全社的)， 

部分的(職場的)に受けとめ，モラールアップ(定着性

向上)の対策のフローに組込む.それは，従業員の参加

によるモラーJレアップをはかることであり，モラーJレア

ップ対策の計画樹立，実施，反省そのものをモラーノレア

ップの「場」として，徹底的に活用せねばならぬと考え

るのである.

モラーノレアップの方法としては，企業内の職能以外に

企業外の職能・階層の人々を結集し，モラーJレアップの

対策樹立に参画させるのである.とくに不適応定着従業

員層とその家族の参加を得られるように考慮すべきであ

る.

2. 定着性向上のためのモラールアップ構想

企業が本格的にモラーノレの向上を望むならば，理念に

基づき，企業は， 具体的な企業経営者以下労務担当部

署，管理監督者，一般従業員，従業員家庭，一般関連社

会の異質の 6~哉能群を，直接・間接lζ，モラーJレ向上に

機能的に組込むべきである.

定着性向上にしぼってこれをみると，定着性向上の情

報収集，定着性向上目標の樹立，その実施案の審議，決

定，実施，定着性向上対策の反省の 6ステップをシステ

マティックに推進し， 図 1のように有機的に結合さ

せ，真に内容あるモラーノレアップ(定着性向上〕のアク

テイビテイを企業内に定着させることに，資本主義社会

の企業経営者(ソビエ卜では企業管理部)は努めるべき

である.

人間性尊重対策表
内
《
U表

h包 江主 )JIj ;(1匁l防Jふj 施策 lこ H 休的 企業内 言I-[lli WJ間 実 』包
ト←一一一}

表 4、 対 す る 優先)交 文京一 実援 考

(全 訟七!、ノ 胞任者
助

(日投D 古甘
基本万主| 対象 I)~容 その理由 施者

γ]汁1γ三
1) モラーノレアッフ0 ・アクテイピテイの理論的根拠

モラーノレアップ・アクテイビテイとは，不適応定着従

業員層を適応定着従業員層に転化させ，適応定着従業員

層の，より質的向上をはかる乙とに，絶えざる努力をす

ることと考えたい.

不適応定着従業員層の性格は，企業への協力度・企業

一体感に欠ける乙とを充分に理解し，経営者の従業員不

理解・管理監督者層の指導不足と人間性軽視が不適応意

識発生の主要因であることを，企業自らが，自覚するこ

とにある.

コックとフレンチの実験にみるごとく，仕事の変更に

対する新計画樹立への従業員参加の有無が，離職，企業

への協力度と生産性向上に，大きく影響した社会科学的

完験からみて，全員参加制であれ，代表参加制であれ，

従業員の参画欲求を，企業として考える乙とが大切であ

る.

それが，フローチャート(図-1)における代表参加

制による，モラーノレアップ委員会成立の理論的根拠であ

り，したがってモラールアップ委員会の編成と活動によ

って，その理念が実現されることとなるのである.

2) モラーノレアップ委員会の使命

モラ~)レアップ(定着性向上〕アクテイビテイの要

は， モラールアップ委員会が掌握する. 委員会の活動

は，自由な雰囲気の中で的をしぼった論議と目標達成意

欲の盛り上りにより，生き生きとしたアクテイビテイと

すべきである，

そのためには，委員長に際立って優秀な人材を必要と

する.この委員会活動の成否は，この選任された人物の
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双肩にかかっているといってよいであろう.統卒力。判

断力@洞察力・創造力をもち，人間心理の理解者である

ことが資格要件といえよう.

モラーノレアップ委員会の最終課題は，従業員能力の自

発的。継続的な最高の発揮にあり，定着性向上，生産性

向上はその果実(成果)であると考える.この機関の使

命は，従来の定着性向上・モラーノレアップ対策が，情感

的施策に随しがちであったととから脱却し，異体的解決

策(各種データから把握の上〕について審議し，強力な

施策案を作成・実施し，経営トップと共l乙従業員の人

間性回復を企業内に実現すること i乙ある.

3) モラーノレアップ委員会の構成

委員会は，企業内外の協力を仰いで，全社的活動を企

画する推進機関であり，市なる諮問委員会ではない.し

たがって，経営者によって，企業内に高い位置づけが公

式になされなければならない.

委員数は偶数とし，委員長を合めて奇数とするがよい

が，委員長ば，副社長クラスの実力者が伝命されるべき

である.

ついで委員会事務局の設置についてのべると，労務担

当部署がその責lこ当るべきであり，事務局長は，労務担

当統括責任者〔人事部長クラス)がとれに任ずべきであ

る.

企業規模の大きい場合は，モラーjレアップ委員会は，

全社委員会と工場〔事業場)委員会の二段階をとり，実

体と合わせた構成と運用をはかるものとする.

4) モラーノレアップ委員会の活動

(1) モラーJレアップ委員会の J清報収集

モラーJレアップ(定着性向上)のための情報収集は 9

現在のところ企業労務部門(人事部など〉の収集機能の

強弱に負うている.その上，情報の解析は，余りにも企

業側に傾きすぎて，従業員の真の声にかけるところが多

し、

幾度ものべるが，企業内外の各分野，上級階層(経営

層・管理監督層・労務管理部門〕のデータに加うるに，

従業員層の買の芦を，一般従業員・従業員家庭・→般関

連社会(販売先・購買先・官公暑など)から，不適応定

着意識データとして収集すべきである.これらは，モラ

ーノレアップ意見票(表-1)により収集，早期かつ有用

なデータとして活用されるべきである.

モラール。アップ意見票 表
提出先

情報入手経路

情報入手月日

1.情報の内容〔箇条書きの ζ と〕

2. 関係の当事者

3. 情報の影響

4. 情報の処理

i Jーアモア一寸:一:子一:一7示函一一一一一示万一 一一 .-一一一一1| 
注 1. モ・ア意見票に記入する方は，事例で分りやすく書いて下さい.

2. 記入する方は， 1， 2， 3を使って下さい.
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(不適応離職者)の情報は最も有用なものとなろう.

その内容は，離転職の原因を休系的に把握したもので

あって，離職理由表(表ーがと呼んでよいであろう.

圭木

(2) モラーJレアップ阻害要因の抽山とモラーノレアップ

目標

企業のモラーJレ状況解析を考える場合，モラーJレアッ

プ意見票とともに，不適応従業員から発生した離転職者

足150 

離転 職(希望)者面接用 離職理白書 表-2

1退職業従員名 記入月日

J?-ι一一一一一一一一一一一戸吐一一一J
i 返 l 借金 貸与品 その他 l 賃金支払 l 

i還 | 済・未済 済・未済 済 e 未済 済・未済 | 済@未済 | 

|本!仕事の遂行度 | 人 格 | 信頼度 | 

i人| 秀・優・良・可・不可 | 秀 e優・良・可・不可 | 秀 a優・良・可・不可

( 退 職 の理由

強制退

木1.喧嘩
人 2.恐かっ
~ 3.業務中の飲酒
説4 顧客への不親切 [ 

5.顧客からの苦情 | 
6.不法持出 | 

7.現金・備品などの不足
8.他人への不親切
9.企業の規則違反
10.安全規則の違反
11.他職場への迷惑・干渉
12.不服従・不協力
13.職歴さ称
14.能力不足
15圃仕事への無気力
16.服務不充分
1.7.無断欠勤
18.その他

職

騒音状態
採光状態
寒冷@熱物態

空気汚染状態
危険状態
その他

能力主義でない
人事諸制度
福利厚生の状態
賃金のあり方
昇進のあり方
休暇・休日の状況
その他

職

1
2
3
4
5
6

職
場
環
境
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E
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凶
向

い
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流
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底
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一
不
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慌

の

化
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意

意

意

り

び

一

ケ

の

針

人

成

動

人

の

の

の

あ

き

ル

ニ

棟

方

の

構

流

の

者

者

者

の

の

の

ユ

刊

他

業
人
令
働
業
営
理
督
導
律
律
ミ
吉
円
の

企

本

年

労

金

経

管

監

指

規

規

コ

教

そ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
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司

R
4
噌

E
A
司
S
よ

噌

E
よ

噌

a
A

1. 

-

-

-

-

-

n
4
q
d
4
4
F
D
ρ
0
 

能
力
向
上
・
福
祉
環
境

企
業
と
人
間
・
人
間
関
係

本人の家庭事情
老年による自己退職
学校へ入学
自衛隊入学
交通事情
住所変更
結婚・妊娠
病気・怪我
その他

••••••••• 1
ム
つ
臼

Q
U
4品

F
b
a
υ
n
d
Q
U
O
U

企
業
外
人
間
関
係

1.企業将来性の不安
2.勤務態様
L夜勤・交替iliU.日曜出勤など)

3.作業内容
4.仕事に対する本人の不適性
5.設備機械の古さ
6.設備機械の改善努力不足
7.入社時との就業条件の相違
8.労働時間の長さ
9.現場(職場〕管理のあり方

(配転・仕事の変更のやり方)
10.その他

理由の詳細説明

仕
事
の
環
境

直接上司 J 管理者(人事担当者 l人事責任者 l経理部門 l副社長|モラールアップ委

官接上司が，離職希望者と面接の上記入する圃

直接上司は，面接時lζ話を聞きながら，該当項目のメンバーを丸でかこむ.

1. 

2. 

11-
注
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ーパーとして従業員家庭代表を加える.それも不適応定

着従業員家庭の代表がよい乙とは前に述べた.そして定

着性向上，モラーJレアップの具体的実施策につき，真剣

な審議をおとない，実施の対象職場，具体的対策〔解決

のための投入，員，必要金額など)と，その実施のウエ

イトづけを決議する.

乙のステップの存在が，従来のモラーJレアップ(定着

性向上〕対策と本質的に異る点といってよいであろう.

(4) モラーJレアップ委員会の存在意義

とれらの具体的実施計画案に対して，最終決定は，フ

ローチャート(図-1)にみるように，経営者の権限下

におかれる.しかし，経営者が，それらの可否，また委

員会と相違した重点(ウエイト〕を打出す場合は，その

理由をモラーJレアップ委員会に，納得のゆく文書の形式

をもって示さなければならない.示さなければ，モラー

ルアップ委員会の“存在"の意義は失われる.

企業と人間の成長を念願して，経営者を初めとし，従

業員家庭・企業関係先までも含め，企業関係者全体の参

加とその役割の分担をおとなっているから乙そ，対策を

効果的に実施に持ち込みうるのである.

乙のモラーlレアップ委員会の役割は，全従業員のもつ

参加の欲求に，合理的にとたえた代表参加制の委員会で

ある， ζのゆえに，委員会の存在は，従業員おのおのの

誇りを高めつつ，不適応定着従業員・適応定着従業員の

モラーlレアップの「場」として，企業全員を意欲づける

とととなろう.

(5) モラールアップ委員会の対策効果の反省

モラーJレアッフ。対策実施上の問題点を，企業内離転職

関連データから再度把握し，その計画と実施の反省をお

乙なうべきである.

つまり，従業員を偽適応定着に追い込まないような，

真のモラーJレアップの確認が必要である.部課別離職率

・欠勤率，部課別不適応定着従業員数などの減少度合の

データから，人間性尊重対策表のモラールアップ対策の

適否を再検討するのである.

とくに対策の実施において，効果を上げるためには，

実施責任者(ライン)と実施援助者(労務部署スタッフ〕

の連繋の必要性に留意し，その連繋プロセスlζ推進の阻

害要因のひそまないようにすべきである.

次にモラーJレ向上が，企業の従業員定着性の向上，生

産性向上，ならびに個人の成長にいかに貢献したかを，

時系列経営数値，職能考課・実績考課の数値によって反

省してゆくととを要する.

モラーJレアップの対策は，長期的・継続的に，段階的

に展開すべきものであり，それゆえに，企業経営者(ソ

ビエトでは企業管理部〕は，強力な権限をモラーJレアッ

プ委員会ピ付与すべきであり，地道な対策をすすめさせ

るべきである.

乙のような経過をたどって， モラーJレアップ委員会

は、，自ら樹立し承認をうけた目標・計闘・内容の実施に

対し，その期間的成果に対して，満足感と反省を肌で感

じることとなる. その成果の喜びと失敗の貴重な経験

が，文書として全従業員K発表されるよう iとすれば，そ

れは，全従業員のモラーJレアップ(定着性向上)1乙大き

く貢献するこεとなろう.

(6) モラーJレアップ対策として検討すべき内容

企業の規模，社会体制の相違を乗越え，従業員の欲求

は，本質的には，人間として変らない.ただ社会形態，

社会進歩の段階，企業発展，人間成長の状況によって，

欲求は特性をもつのである.

モラーJレ・アッフ。対策の内容は，ますます多面多様化

するが，とれらは，すべて理論的解明が可能であり，物

的表現に連結させるととができる.対策が一度成功する

や， ζの効果は， 指導・教育という人間的融合を通じ

て，従業員に対し，精神的満足感を与える乙ととなる.

その対策内容を，従業員の環境からブレイクダウンし

たもの，モラールアップ対策細分表である. (モラーJレ

アッフ。対策細分表表-4)

人間(従業員〕は仕事と生活の中に，自らモラーノレア

ップするのが，理想である.そのためには，乙の細分表

を活用し，人間性尊重対策表を一層精徴に構成し，問題

の核心に接近するように，企業(経営者〕は積極的な，

行動をおとすべきである.

V 単純流動の時代から流動多様化の時代ヘ

マスローの人間欲求五段階理論のうち，生理的欲求，

安全安定の欲求，帰属の欲求の三段階は，ほとんど満た

される社会となった.乙の段階の人閣の欲求と流動(離

職〕は，生活を主眼とした，基底的欲求からの，流動で

あり，それゆえに，その強烈さにおいて，より本能的で

あり，自己防衛的である.たとえば，飢餓における人閣

の獣性と，野蛮性lζ，それらをみることができる.

高度技術社会に入ると，生活面からの欲求は，より人

間的欲求として，自我の欲求，能力発揮を望む自己実現

の欲求へと進む.乙の欲求の充足を望む人々の増加は，

労働力不足下の先進国の特徴であり，乙れらの人々〔経

営者を含めて〕のモラールアップ対策こそが，先進経済

社会発展のための今後の基本的命題である.

モラーJレ・アップ対策のシステム化と，そのプロセジ

ュア，モラーlレ・アップ委員会のファンクションとアク

ティビティの万全化を，理論的・科学的にはかり，それ

が人間の生甲斐に連るようにするとと一一それが1970年

代の企業経営の‘・課題、'でもあろう.

〔了〕
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